
自然災害体験ＶＲ動画を活用した防災力向上事業委託業務仕様書 

 

本業務は、近年、全国各地で激甚化、頻発化している地震や風水害等の自然災害リスクへ

の理解を広げるとともに、地域における防災力、発災時の対応力の向上及び防災啓発活動の

推進を図り、地域や教育機関等においてデジタル体験型防災訓練や防災教育の導入を促進

するものとする。 

 

１ 委託件名 

自然災害体験ＶＲ動画を活用した防災力向上事業委託業務 

 

２ コンセプト 

ＶＲ特有の臨場感や没入感を活かし、「地震」、「津波」、「風水害」、「火災」のコンテンツが体

験でき、あたかも実体験であるかのような機会を創出するとともに、その体験を通じて災害の恐

ろしさや備えることの大切さを理解し、実際の災害発生時に迅速かつ的確に行動できるようにす

る。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月２７日（金）まで（ただし、納品後にVRの動作に不具合が確認さ 

れた場合には、 委託期間終了後も受託者は対応を行うものとする。） 

 

４ 納入場所 

 愛媛県庁県民環境部防災局消防防災安全課 

 〒７９０-８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４－２  電話：089-９１２-２３１６ 

 

５ 業務内容 

（１）VR動画の制作 

「地震」、「津波」、「風水害」、「火災」を想定した360°VR映像、及びSNS等に掲載できる定

点映像の２種類を、次の各号に留意し制作すること。 

① ヘッドマウントディスプレイ型ＶＲゴーグルを調達すること 

② １台で「地震」、「津波」、「風水害」、「火災」のコンテンツが体験できるものとすること 

③ ３６０度視聴可能なパノラマ映像であること 

④ ヘッドマウントディスプレイは、ケーブルでの有線接続をしないで再生・停止等の操作が
できるものであること 

⑤ 各コンテンツには以下の内容を含むものであること 



〇地震編  ： 地震発生、家具転倒やガラス・食器等の飛散等 

〇津波編  ： 津波の到来及び津波による建造物の破壊等 

〇風水害編： 大雨、及び建物内への浸水や土砂の流入等 

○火災編   ： 火災・煙の発生、延焼等 

⑥ 各編のコンテンツに愛媛県を連想させる映像を盛り込むこと 

⑦ 各編のコンテンツはおおむね３０～６０秒の映像であること 

⑧ 各編のコンテンツに効果音が含まれていること 

⑨ 災害ごとに個別再生できる構成とし、かつ全体遠し再生モードも選択可能であること 

⑩ ヘッドマウントディスプレイ（HMD）用に最適化されたチャプター構成を作成すること（簡易
UIで選択可能）。 

⑪ VRコンテンツ特有の「VR酔い」等の対応について提案があること 

⑫ 字幕、ナレーション及び啓発情報等により、教育教材としての完成度を高めること 

⑬ ヘッドマウントディスプレイ型ゴーグルを初めて使用する者でも操作が可能な設 

計であること 

⑭ 調達備品は、すべて同一製品とし、新品であること 

⑮ 納入から１年間メーカー保証を付帯すること 

⑯ 素材は著作権フリーであるものを使用し、複製・二次利用可能な状態で納品すること 

⑰  納入後、操作説明を行うこと 

（２）防災教育用パンフレットの原案作成 

防災教育に役立つような防災教育用パンフレットの原稿を、次の各号に留意し作成する 

こと。 

① 災害発生時の適切な判断や避難行動等をとるための知識を得ることができるよう 

な内容であること 

② サイズはA５版とし、おおむね８ページ程度（A３サイズ、四つ折り）とすること 

③ 文章、イラスト、写真等を効果的に用い、視覚的に分かりやすい表現とすること 

④ 子供と大人が一緒に読み、考え書き込めるものとし、理解や関心を深められるよう 

なものとすること 

⑤ カラーユニバーサルデザイン及びメディア・ユニバーサルデザインに配慮した色彩 

及びフォントを用いること 

⑥ 必須項目として、マイタイムラインの書き込み欄を設けること 

⑦ 企画・構成は受託者が提案し、委託者と協議のうえ、決定すること 

 



６ 機器等構成 

①  ヘッドマウントディスプレイ    10台 

② コントローラ ２セット      （×10台） 

③ 付属品等 １式         （×10台） 

④  ＶＲ災害体験動画（アプリケーション）【地震・津波・風水害・火災の４編】  １式 

※参考：おおいた防災VR（地震編、津波編、土砂災害編、台風編）、千葉県災害VR（津波編、豪雨編） 

 ⑤防災教育用パンフレットの原案    １式  

 

７ 規格及び性能 

① ヘッドマウントディスプレイ 

・一体型（完全ワイヤレスのオールインワン） 

・頭と体の両方の動きを検出して、正確にＶＲ内での動きに変換させることができるも 

のとする。 

・メインメモリ：６GB以上 

・ストレージ容量：１２８ＧＢ以上 

・液晶ディスプレイで解像度は片目あたり１８３２×１９２０以上 

・最大連続使用時間：２時間以上 

・眼鏡に対応できること（付属品による対応可） 

② コントローラ 

・左右各１個で１セット 

③ 付属品等 

・充電ケーブル  

・電源アダプタ  

・眼鏡スペーサ（ヘッドマウントディスプレイ単体で対応可能な場合は不要）  

・単３電池 （コントローラ用） 

※①～③参考機種：Meta 社 Meta Quest3s（同等品以上なら他機種でも可） 

     ④ ＶＲ災害体験動画（アプリケーション）【地震・津波・風水害・火災の４編】 

  ・ 360度空間内を見渡せるCG等を使用したVR映像により災害が発生した場面を体験 

し、その後、災害への初期対応、避難方法等を映像やナレーション・字幕等を使用し、学 

習することが可能な動画やアプリケーションとする。 

    ・ 再生用端末（VRデバイス）において、視聴者が映像を誤って削除・変更できないよう保護 

された仕様とする。 

⑤ 防災教育用パンフレットの原案 

汎用性のある電子データで作成し、委託者において更新等が容易にできるよう、イラ 

ストレーター形式及びPDF形式とする。 

 

 



  

８ その他条件 

① 機器納入に当たっての詳細事項については、契約後速やかに契約担当者と打ち合わ 

せを行うこと 

② 本仕様書に明記されていない事項であっても、機器の使用に最低限必要となる付属 

品を完備していること 

③  担当者と打ち合わせの上、機器を納品し、完全に使用可能な状態になるように調整 

を行うこと 

    ④ 次の費用は入札金額に含まれること 

ア 機器納入の運搬費用 

イ 納入機器を使用可能にするための設置・調整費用 

⑤ メンテナンス体制 

ア 製造元に蓄積された製品情報を元にした確実迅速なサポートを実施できること 

イ 納入する機器（消耗品は除く）について、保証期間は６か月以上とし、保証期間内の 

不具合については、双方協議のうえ、受注者の負担において無償で修理・調整を行う 

こと 

ウ 故障修理について、連絡してから３ 日営業日以内に状況を確認し、対応スケジュー 

ルを提示する体制が整っていること 

⑥ 仕様書により納品する物品は、新品未使用であること（改造、中古は不可とする） 

⑦ この仕様書に明示されていない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、受注者は 

県と協議すること 

  

９ 契約に関する条件等 

① 再委託等の制限 

受託者は、本業務の全部あるいは一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならな 

い。ただし、書面により県の承認を得た場合は、この限りではない。 

   ② 権利の帰属等 

    ア 本業務で制作したソフトウェア（既存製品を使用した場合はその部分も含む）の著作権

は、全て県に帰属すること。また、著作者人格権については、これを行使しないこと。ただ

し、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。 

    イ 本業務で必要なソフトウェアのライセンス（使用許諾権）取得に係る費用は、全て本契約

に含まれる。 

    ウ イの履行に係る手続きは、全て受託者において行うこと。 

    エ 受託者は、県の書面による承諾なくして、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供

し、もしくは利用させてはならない。委託期間の終了後や、委託契約が解除された後にお

いても同様とする。 



    オ 本業務における成果物が第三者の有する著作権等を侵害していないことを、受託者に

おいて確認し、委託者の報告すること。なお、成果物が第三者の著作権等を侵害した場

合、当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受託者が

その賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。 

③ 機密の保持 

受託者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として 

取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に 

  関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置 

を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 

④ 個人情報の保護 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む。）を履行する上で個人情報を取り扱う場合 

は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守しなければならない。 


